
お申し込み・お問い合わせは生涯感動の旅　ism（イズム）まで

グレートオーシャンロードと
グレートオーシャン
ウオークトレイル
オーストラリア大陸の南東部の海岸線にあ
るグレートオーシャンロードは、青い海、
ユーカリの森、断崖絶壁と黄金のビーチが
合わさり、世界有数の景観を誇っています。
この奇跡の海岸線に2006年、全長104km
のグレートオーシャンウオークトレイルが
完成しました。ビーチウオーク、森林ウオー
ク、木道ウオークとバラエティーに富んだ
トレイル歩きが魅力です。イエスキリストの
12使徒のような奇岩群やオーストラリアで
最も古いケープオトウェイ灯台などウオー
キング以外でも魅力が満載です。

みどころ❶

リゾートタウンアポロベイ
アポロベイはグレートオーシャンロード最
大の街でビーチとカラフルな街の雰囲気が
魅力です。オシャレなカフェやショップなど
が立ち並び、目を楽しませてくれます。

みどころ❷ みどころ❸

野生のコアラが見られる
野生のコアラが数多く生息するケネットリ
バーを訪れます。ユーカリの木の枝にコア
ラのかわいらしい姿が見られるはずです。
コアラのほかにも、野生の色鮮やかなオウ
ムなど日本では珍しい鳥類がご覧いただけ
ます。

IVV認定コース、レトロな街
歩きが楽しめるメルボルン
メルボルンイヤーラウンドIVVウオークと
呼ばれている10kmコースは、オーストラ
リアのキャンベラ2デイウオーク協会が認
定している自然と都市が調和した街歩きが
楽しいIVV認定コースです。

みどころ❹

世界一美しい海岸線！

リトルペンギンの生息地、
フィリップ島を訪ねる
メルボルンから車で2時間のフィリップ島は
本土と橋で結ばれています。
ここには体長30cm、世界最小のリトルペン
ギンの生息地として有名です。
昼間は海で活動し日が沈むころに浜辺へと
戻ってくるペンギンのパレードをご覧いただ
きます。いっせいに巣へと戻るかわいら
しいペンギンたちの姿をお楽し
みください。

みどころ❺

オーストラリア・ビクトリア州にある世界一美しい海岸線と評されるグレー
トオーシャンウオークトレイルを歩きます。ウオーキングの他にも野生の
コアラやペンギンのパレード、世界遺産のある街歩きもお楽しみ下さい。

圧巻グレートオーシャンウオークトレイル
グレートオーシャンウォークは自然の地形を利用した、これまでにない
新しいスタイルのウオーキングです。世界的にも評価が高いの風光明媚
なロングトレイルを歩きます。

＂グレートオーシャンロード＂と
IVV認定メルボルンコースを歩く

第2回オーストラリア・ビクトリア州の旅 　　日間7
日 程  2012年 2月16日（木）～22日（水）

 2012年3月15日（木）～21日（水）
旅行代金  269,000円（お1人様）

※IVVとは国際市民スポーツ連盟（INTERNATIONAL VOLKSSPORT VERBAND）のことです

※別途、税金、燃油料がかかります

詳しくはパ
ンフレット

をご請求
ください

★安心の添乗員同行
★IVV認定コースでスタンプをゲット!!
★JWA会員は10,000円割引特典があります

平成23年12月20日までに申し込まれた方には
5,000円割引いたします

早 期 申 込 特 典

メルボルンイヤーラウンドIVVウオーク
と呼ばれている10kmコースは、オーストラリアの
キャンベラ2デイウオーク協会が認定している
自然と都市が調和した街歩きが楽しいIVV認定コースです。

企画・監修：社団法人日本ウオーキング協会　協賛：ビクトリア州政府観光局　
旅行企画・実施：生涯感動の旅　株式会社ism
〒102-0074　東京都千代田区九段南3丁目4-5フタバ九段ビル2階　
TEL  03-5214-0066  FAX  03-5214-0062 [担当：四條／倉上]

大好評につき
2012年も開催
大好評につき
2012年も開催

Australia



■最少催行人員/15 名 ■添乗員/成田より添乗員が同行いたします。■利用航空会社/シンガポール航空 ■空港施設使用料、航空保安料、燃油料
(59,020 円)は料金に含まれておりません。為替や世界情勢により変動する場合もあります ■食事条件/朝 2 昼 3 夕 2（機内食を除く） ■利用予定ホテル
/メルボルン：クオリティインバットマンズヒル、アポロベイ:インターナショナルまたは同等クラス ■食事記号：■／含まれません 朝／朝食、昼／昼食、夕／夕食 
※日程表上のスケジュール、行程は天候および現地事情により変更になる場合があります。東京、大阪発着以外の場合はご相談下さい。 

 

 

 都市名 時刻 交通機関 日程・内容 食事 

1 東京（成田） 
又は大阪（関西） 

午前 
 

 航空機 空路、メルボルンへ。（シンガポール乗り継ぎ） 
（添乗員は成田空港より同行となります）         機内泊 

■ 機 機 

2 メルボルン 
 

午前 
 
 

専用バス 
 
 

メルボルン着、市内観光へ。 
【下車】レーン、フリンダースストリート、セントパトリック教会  
【車窓】オールドメルボルンゴール 
観光後ホテルへ。                    メルボルン泊 

機 昼 夕 

3 メルボルン 午前 
夕方 
深夜 

 徒歩 
 専用バス 

メルボルンウオーキング ［約１０ｋｍ］ ☆ＩＶＶ認定スタンプゲット 
フィリップ島のペンギンパレード観察へ。 
メルボルンのホテル着                  メルボルン泊 

朝 ■ ■ 

4 メルボルン 
 
グレートオーシャン 
ロード 

午前 
 

午後 
 

 専用バス 
 

 徒歩 

グレートオーシャンウオークトレイルへ。 
途中、ケープオトウェイにてコアラ観察。 
グレートオーシャンウオーキング① ［約１０ｋｍ］ 
ウオーキング後、ホテルへ。グレートオーシャンロード（アポロベイ）泊 

朝 ■ ■ 

5 グレートオーシャン 
ロード 
 

午前 
 

午後 
 

 専用バス 

 徒歩 

 徒歩 

グレートウォーシャンウォークへ。 
グレートオーシャンウオーキング② ［約１０ｋｍ］ 
グレートオーシャンウオーキング③ ［約１０ｋｍ］ 
ウオーキング後、ホテルへ。グレートオーシャンロード（アポロベイ）泊 

■ 昼 夕 

6 
 

グレートオーシャン 
ロード 
メルボルン 

午前 
 

午後 

 専用バス     
 航空機 

メルボルンへ。ショッピングをお楽しみ下さい。 
ショッピング後、空港へ。 
空路、帰国の途へ。（シンガポール乗り継ぎ）       機内泊 

■ 昼 機 

7 東京（成田） 
又は大阪（関西） 

午前   各空港着、お疲れ様でした。 
（添乗員は成田空港へ帰着となります） 

機 機 ■ 

 

 

 

 
※ここに記載した旅行条件は当社旅行条件の一部です。ここに定めなき事項は別途お渡しする旅行条件書、最終日程表、

並びに当社旅行約款によるものとします。 
１．募集型企画旅行契約 
（１）この旅行は、株式会社 ism［千代田区九段南３丁目４－５フタバ九段ビル２階／観光庁長官登録旅行業第 1749
号］(以下「当社」といいます)が企画・募集し、実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企

画旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。 
（２）旅行契約の内容・条件は、パンフレット、旅行条件書、出発前にお渡しする最終日程表及び当旅行業約款募集型

企画旅行の部によります。 
２．旅行の申込みと旅行契約の成立 
（１）当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、お 1 人様につき下記の申込金をそえてお申込ください。申

込金は旅行代金、取消料または違約金のそれぞれに一部又は全部として取り扱います。 
区    分 申込金（お１人様） 

旅行代金が 30 万円以上 50,000 円以上旅行代金まで 
旅行代金が 15 万円以上 30 万円未満   30,000 円以上旅行代金まで 

旅行代金が 15 万円未満 旅行代金まで 
旅行契約は、当社が締結を承諾し申込金を受領したときに成立するものとします。 

（２）当社は、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の予約を受け付けます。 

この場合、旅行契約は予約の時点では成立しておらず、申込書の提出と申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行

契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。申込書と申込金は当社が予約承諾の旨を通知した日の翌日から起

算して３日以内にご提出ください。この期間内にご提出のない場合、申込みは無かったものとして取扱います。 

３．旅行代金のお支払い 

旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金をお支払いくださ

い。 
４．旅行代金に含まれるもの 
（１）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃(コースにより等級が異なります)。 
（２）旅行日程に含まれる送迎バス等の料金（空港・駅・埠頭と宿泊場所）。 
（３）旅行日程に明示した観光料金(バス・ガイド料金、入場料金)。 
（４）旅行日程に明示した宿泊料金および税・サービス料(パンフレット等に特に記載がない限り１部屋に２人づつの

宿泊を基準とします)。 
（５）旅行日程に明示した食事料金および税・サービス料金。 
（６）手荷物の運搬料金。お１人様スーツケース２個の手荷物運搬料金(お１人様２３kg 以内が２個迄が原則となって

おりますが、クラス・方面によって異なりますので詳しくは係員におたずねください)。手荷物の運送は当該運送機

関が行い、当社が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。 
※旅行費用はお客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。 
５．旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示します。 
（１）荷物運搬料金(規定の重量・容量・個数を越える分について)。 
（２）クリーニング代、電報・電話料、ホテルの従業員に対する心づけ、その他追加飲食費など個人的性質の諸経費及

びそれに伴う税・サービス料。 
（３）航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続取扱い料金)。 
（４）客様のご希望により１人部屋を使用される場合の追加代金 
（５）望者のみ参加されるオプショナルツアー＜別途料金の小旅行＞の料金。 
（６）本国内の空港施設使用料。 
（７）日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費・宿泊費。 
（８）旅行日程中の空港税等(日本国内税を含む)。 
６．旅行契約の解除 
お客様は下記に定める取消料を払うことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。 
当社の責任とならない渡航手続等の事由による取消の場合も所定の取消料をいただきます。 
代金のお支払い及び取消料・変更料(取消・変更料は旅行開始の前日から起算します。) 

区     分 取消料 
イ．旅行開始日がピーク時の旅行である場合であって、旅行開始日

の前日から起算してさかのぼって 40 日前から 31 日前 
旅行代金の 10％ 

ロ．旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日前から３日前 旅行代金の 20％ 
ハ．旅行開始日の２日前から旅行開始当日 旅行代金の 50％ 
ニ．旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の 100% 

注：「ピーク時」とは 12 月 20 日から 1 月 10 日発、4 月 27 日から 5 月 6 日発および 7 月 20 日から 8 月 31 日発をい

います。※上記以外のご旅行条件については、当社の主催旅行契約約款によります。旅行契約成立後、グループ内一部

のお客様のご都合で旅行を取消される場合には、お一人様につき上記の取消料をいただきます。又、ご参加のお客様か

らは１室ご利用人数の変更に対する差額代金をいただきます。 
７．旅行の取り消し（旅行契約の解除） 
次に挙げる場合は、旅行の実施を取りやめることがあります。 
（１）天災地変、戦乱、官公署の命令、その他不可抗力の事由により旅行実施が不可能になった場合 
（２）最少催行人員に満たない場合 
※旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 30 日目にあたる日より前までに旅行を中止する旨を連絡いたします。 
（３）旅行代金が期日まで入金のない場合、参加をお断りすることがあります。 
（４）当社があらかじめ旅行参加条件を示した場合でお客様がそれを満たさないとき。 
８．当社の責任および免責事項 
当社は当社または手配代行者がお客様に損害を与えたときは損害を賠償いたします。お荷物に関係する賠償限度額は１

人１５万円を限度（故意・重過失がある場合を除く）といたします 
（荷物に関する損害賠償は損害発生後２１日以内にお申し出があった場合に限ります）。ただし次のような場合は原則

として責任を負いません。天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関の事故もしくは火災、運送機関の遅延、不通またはこ

れらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止、官公署の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中

の事故、食中毒、盗難等。 
９．特別補償 
当社はお客様が当旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体、または手荷物に被った一定の損害につ

いて、旅行業約款特別補償規定により、一定の補償金および見舞金を支払います。現金、クレジットカード、貴重品、

薬品・化粧品・食糧品等の消耗品、撮影済みのフィルム、記録媒体に書かれた原稿等の補償はいたしません。特別補償

は事故による傷害治療費用、病気による死亡・治療費用、賠償責任、救援者費用等には一切適用できません。該当補償

等をご希望の場合は、任意にて海外旅行保険にご加入ください。 
１０．旅程保証 
旅行日程にご旅行条件書２２項の重要な変更が行われた場合は、その約款規定によりその変更の内容に応じて旅行代金

の 1%～5%に相当する額の変更補償金をお支払いします。変更補償金の額は、旅行代金の 15%を限度とします。また、

1 旅行契約についての変更補償金の額が 1,000 円未満の場合は、変更補償金は支払いません。 
１１．旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2011 年 8 月 25 日を基準としています。また、旅行代金は 2011 年 8 月 25 日現在有効な航空運賃・適

用規則を基準として算出しています。 
１２．旅券と査証について 
オーストラリア入国には ETA（電子入国許可）を申請する必要があります。ETA を認可された方は、オーストラリア

国 内 に 最 大 3 ヶ 月 ま で 滞 在 す る こ と が で き ま す 。 ETA （ 電 子 入 国 許 可 ） は 、 お 客 様 ご 自 身 で

http://www.eta.immi.gov.au/ETAAus0Jp.html のホームページから申請してください。なお、認証を拒否された方は

オーストラリア大使館から査証（ビザ）を取得する必要があります。また、ETA の申請手続は、弊社がお客様と渡航

手続代行契約を締結し、渡航手続代行料金をいただいて代行することができます。ご希望のお客様はお申出ください。 
１３．ご案内とご注意 
※お名前はパスポートに記載されているスペル通りでお申込ください。パスポートとご予約のお名前が異なりますとご

出発はできません。 
※最終日程表の送付について宿泊ホテル及び利用航空便・現地における当社の連絡先などを明示した最終旅行日程表は、

旅行代金全額の入金が確認できた後、出発の 10 日前を目安に送付いたします。なお、最終案内書がお手元に届きまし

たら、内容をよくご確認の上予約確認書と異なる点がありましたら必ずご連絡ください。 
１４．その他 
※保険衛生について 
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報ホームページ」http://www.forth.go.jp/でご確認ください。 
※海外危険情報・他につきまして 
渡航先(国又は地域)により、外務省「海外危険情報：十分注意してください。」が発生されている場合は、予めご案内

申し上げます。また、海外危険情報の発生いかんに関わらず、渡航先の治安・社会情勢などについては、外務省「海外

安全ホームページ」http://www.pubanzen.mofa.go.jp でご確認いただきますようお願い申し上げます。

 

第 2 回オーストラリア・ビクトリア州の旅７日間  旅行日程 

海外ご旅行条件(申し込みいただく前に必ずお読みください)


